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【手続補正書】
【提出日】平成25年8月9日(2013.8.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外科手術装置であって、
　長尺状部材と、
　長尺状部材の第１端に着脱可能に取り付け可能かつ組織分離デバイスを備えている切開
モジュールと、
　長尺状部材の第１端に着脱可能に取り付け可能な摘出モジュールであって、
　　吸引ポート、および
　　該吸引ポート内に配置された組織採取用具
を備えている摘出モジュールと
を含んでなる外科手術装置。
【請求項２】
　切開モジュールまたは摘出モジュールを交換可能なように受け入れることを特徴とする
、請求項１に記載の外科手術装置。
【請求項３】
　長尺状部材の第２端に取り付けられた画像システムであって、
　長尺状部材の第１端と第２端との間の中空通路を通して標的物を照明するための光源と
、
　標的物の画像を受像するための観察ポートと
を備えている画像システムをさらに含んでなる、請求項１に記載の外科手術装置。
【請求項４】
　組織採取用具は、吸引ポート内に同心的に配置されることを特徴とする、請求項１に記
載の外科手術装置。
【請求項５】
　組織採取用具は中空であることを特徴とする、請求項４に記載の外科手術装置。
【請求項６】
　組織採取用具はほぼ円筒状であることを特徴とする、請求項４に記載の外科手術装置。
【請求項７】
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　組織採取用具は、組織の標的領域を周囲の組織から分離するように構成されることを特
徴とする、請求項１に記載の外科手術装置。
【請求項８】
　組織採取用具は、該組織採取用具の最上縁部付近に配置された複数の湾曲型切断デバイ
スを備えていることを特徴とする、請求項１に記載の外科手術装置。
【請求項９】
　切断デバイスは、鋭刃、鈍刃、アーム、レバー、化学物質、酵素、またはレーザーのう
ち少なくとも１つを備えていることを特徴とする、請求項８に記載の外科手術装置。
【請求項１０】
　組織採取用具は操作者によって運転されるように構成されることを特徴とする、請求項
１に記載の外科手術装置。
【請求項１１】
　組織採取用具は自動運転用に構成されることを特徴とする、請求項１に記載の外科手術
装置。
【請求項１２】
　組織採取用具は、組織採取用具の内側表面に配置された複数の把持棚を備えていること
を特徴とする、請求項１に記載の外科手術装置。
【請求項１３】
　組織の標的領域は毛包を含んでいることを特徴とする、請求項１に記載の外科手術装置
。
【請求項１４】
　吸引ポートは組織の標的領域に吸引力を適用するように構成されることを特徴とする、
請求項１に記載の外科手術装置。
【請求項１５】
　吸引ポートは長尺状部材の長手方向軸に対して角度をなして配向されることを特徴とす
る、請求項１に記載の外科手術装置。
【請求項１６】
　長尺状部材は組織分離デバイスまたは組織採取用具に連結可能な制御機構を備えている
ことを特徴とする、請求項１に記載の外科手術装置。
【請求項１７】
　組織分離デバイスは長尺状部材に対して移動するように構成されることを特徴とする、
請求項１に記載の外科手術装置。
【請求項１８】
　摘出モジュールは、皮膚の構造を検知するように構成されたセンサをさらに含んでなる
ことを特徴とする、請求項１に記載の外科手術装置。
【請求項１９】
　長尺状部材は剛性であることを特徴とする、請求項１に記載の外科手術装置。
【請求項２０】
　長尺状部材は可撓性であることを特徴とする、請求項１に記載の外科手術装置。
【請求項２１】
　組織分離デバイスは、鋭刃、鈍刃、バルーン、電気焼灼デバイス、加圧されたガスまた
は液体を供給するデバイス、酵素的または化学的な組織分離剤、およびレーザーのうち少
なくとも１つを備えていることを特徴とする、請求項１に記載の外科手術装置。
【請求項２２】
　吸引ポートは、組織採取用具によって摘出された組織領域を受け取るリザーバと流体連
通していることを特徴とする、請求項１に記載の外科手術装置。
【請求項２３】
　内視鏡手術キットであって、
　患者の皮膚の下にキャビティを切開するための切開デバイスであって、
　　第１の長尺状部材、および
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　　第１の長尺状部材の第１端に取り付けられた組織分離デバイス
を含んでなる切開デバイスと、
　キャビティ内へ挿入するための摘出デバイスであって、
　　第２の長尺状部材、
　　第２の長尺状部材の第１端に取り付けられた吸引ポート、および
　　吸引ポート内に配置された組織採取用具
を含んでなる摘出デバイスと
を含んでなる内視鏡手術キット。
【請求項２４】
　切開デバイスは、第１の長尺状部材の第２端に配置された画像システムをさらに含んで
なることを特徴とする、請求項２３に記載の内視鏡手術キット。
【請求項２５】
　画像システムは、
　第１の長尺状部材の中空通路を通して第１の長尺状部材の第１端にある標的物を照明す
るための光源と、
　標的物の画像を受像するための観察ポートと
を備えていることを特徴とする、請求項２４に記載の内視鏡手術キット。
【請求項２６】
　摘出デバイスは、第２の長尺状部材の第２端に配置された画像システムをさらに含んで
なることを特徴とする、請求項２３に記載の内視鏡手術キット。
【請求項２７】
　組織採取用具は吸引ポート内に同心的に配置されることを特徴とする、請求項２３に記
載の内視鏡手術キット。
【請求項２８】
　吸引ポートは第２の長尺状部材の長手方向軸に対して角度をなして配向されることを特
徴とする、請求項２３に記載の内視鏡手術キット。
【請求項２９】
　バリアデバイスをさらに含んでなり、該バリアデバイスは、キャビティ内に配置される
ように、かつ摘出デバイスの運転を該バリアデバイスによって画成された領域に制限する
ように、構成されていることを特徴とする、請求項２３に記載の内視鏡手術キット。
【請求項３０】
　バリアデバイスはキャビティを開放状態に維持するように構成されることを特徴とする
、請求項２９に記載の内視鏡手術キット。
【請求項３１】
　バリアデバイスによって画成される領域は患者の特徴に基づいて決定されることを特徴
とする、請求項２９に記載の内視鏡手術キット。
【請求項３２】
　吸引ポートと流体連通しているリザーバをさらに含んでなることを特徴とする、請求項
２３に記載の内視鏡手術キット。


	header
	written-amendment

